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独立行政法人の制度・組織改革のイメージ 内閣官房行政改革推進室作成資料 


・一定の自主性・自律性を発揮し、中期的視点から効率的かつ効果的な事務・事業の実施が期待さ
れる法人。 
・中期的な目標管理により当該期間中（３～５年）に裁量を発揮し、目標達成を図る。 


民営化・他の法人制度を活用 


●特殊会社化 


・国の関与の下で政策上必要な業務の的
確な実施を確保しつつ、会社法のガバナ
ンスに基づく企業的経営により事業を効
率的・機動的に実施 


（例）農林漁業信用基金、日本貿易保険 


・国の責任と判断の下
で、国と密接な連携を
図りつつ、確実・正確
な業務執行に重点を
置いて事務・事業を行
う法人。 


・国の指示した目標の
もと、停滞が許されな
い事務・事業について、
単年度で業務運営。 


・簡素な意思決定の仕
組みを整備（運用）。 
・単年度の財政措置が
原則。合理的な理由
がある場合は繰越も認
める（運用）。 


 
（例）造幣局、農林水産
消費安全技術セン
ター、駐留軍等労働
者労務管理機構 等 
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・研究開発面における国際水準にも即した目標設定・評価のため、研究評価に係る審議会（外国人も参加可）を
設置。 
・総合科学技術・イノベーション会議の関与により、国際水準で統一的な評価指針の整備、点検等を実施。 
・中期目標期間については、５年を超えて7年までの間で設定可能。 


・研究開発の特性に関連した制度運用（国際的頭脳循環の促進、自己収入の扱い、会計基準の在り方等）につ
いて、適切な内容となるよう、関係部局とも協議し、対応。 
・支出の内部チェック等の取組を強化。                


・重要事項等を審議する機関を設置 
・機動的な収蔵品購入や修復のための基金の創設 
・自己収入に関する目標の設定      


・適正な受益者負担の確保 
・就職率向上等目標の明確化 


・重要事項等を審議する機関を設置 


●医療関係法人 


・医療法の体系を活用しつつ、経営の自律
化と医療機能の強化を実現 


 （例）国立病院機構、労働者健康福祉機
構 


●個別法により設立される法人 


・医薬の検査等国民の生命に直結する業
務を実施し、運営費交付金に依存しない
法人について、ガバナンスの強化と機動
的な経営確保を実現 


 （例）医薬品医療機器総合機構 
 


・国民の財産の保全・運用等の重要な業務
を行い、運営費交付金に依存しない法人
について、ガバナンスを強化 


 （例）年金積立金管理運用独立行政法人 


国立研究開発行政法人 


「独立行政法人」制度を廃止、「行政法人」制度を創設 
行政法人＝主務大臣の政策目標達成のための法人 


文化振興型 


人材育成型 


大学連携型           


・法人の財務を点検する体制の整備 
・金融庁検査になじむ事務事業に対し、金融庁検査の
導入を検討 


金融業務型           
・海外事務所評価の共通ルール設定 
・ワンストップサービスのため、海外事務所を機能的に
統合 


国際業務型  


・運営費交付金の内容を精査し、補助金等に切り替え 


・主務大臣が業務・財務の改善目標に重点を置いて評
価 


行政事業型 


          ・違法、不適切な業務運営が明らかな場合、主務大臣の是正・業務改善命令等の必要な措置を明記。 
          ・監事、会計監査人に対し調査権限機能を付与。適正な業務運営に係る役員の義務と責任を明確化。 
          ・役員の任命に当たり原則として公募を実施。役職員の再就職あっせん規制などを導入。 


          ・交付金の財源が税金であることを踏まえ、適正な使用に係る責務を明記。 
          ・交付金について事業別の積算等を公表、予算と実績の乖離を把握（運用）。                


          ・自己収入を増加させた場合におけるインセンティブを強化（運用）。 


          ・政策責任者たる主務大臣が目標設定から評価まで一貫して実施。 


          ・中期目標期間終了時に法人の存廃を含め、業務・組織を全般的に見直し。 


          ・総務省に中立・公平な第三者機関（行政法人評価制度委員会、委員は内閣総理大臣任命）を設置、点検により 
           主務大臣のいわゆる「お手盛り」を防止。併せて行政評価・監視等を活用。 
          ・国民説明会の実施など情報公開を強化（運用）。 
          ・事業別のセグメント情報を充実するとともに、交付金投入につき業務達成基準を原則採用（運用）。 


行政法人制度の共通ルール 


組織 


財務 


目標・評価 


透明性 


・共通ルールを適用 


その他           


●法律等により在り方の見直しが予定されている法人 


（例）国立公文書館、年金・健康保険福祉施設整理機構、
国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、
国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究
センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療
研究センター 等 


●民間法人化 


・民間法人として事業を実施 


（例）海上災害防止センター 


～我が国の成長に資する政策実施機能の強化に向けて～ 


全法人一律の現行制度と組織を抜本的かつ一体的に見直し、事務・事業の特性に着目して類型化するとともに、最適なガバナンスを構築 


中期目標行政法人 


今回の通則法改正で措置 


行政法人の法人類型・ガバナンス 
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●医療関係法人等 


 


 


●個別法により設立される法人 


 


国立研究開発行政法人 


事務・事業の特性を踏まえた最適なガバナンスの構築（行政法人） 


文化振興型 


人材育成型 


大学連携型           


金融業務型           


国際業務型  


行政事業型 


～我が国の成長に資する政策実施機能の強化に向けて～ 


全法人一律の現行制度と組織を抜本的かつ一体的に見直し、事務・事業の特性に着目して類型化するとともに、最適なガバナンスを構築 


中期目標行政法人 


 


 
 


その他           


●法律等により在り方の見直しが予定されて
いる法人 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


今後、組織の在り方や大幅な合理化を検討           


平和祈念事業特別基金 


国立大学財務・経営センター 


日本万国博覧会記念機構 


空港周辺整備機構 


農林漁業信用基金 


日本貿易保険 


●民間法人化 


 


国立病院機構 


労働者福祉健康機構 


医薬品医療機器総合機構 
年金積立金管理運用 
独立行政法人 


国立公文書館 


郵便貯金・簡易生命保険 
管理機構 


年金・健康保険 
福祉施設整理機構 


国立がん研究センター 


国立循環器病研究センター 


国立精神・神経医療研究センター 


国立国際医療研究センター 


国立成育医療研究センター 


国立長寿医療研究センター 日本原子力研究開発機構 


原子力安全基盤機構 


国立美術館、国立文化財機構、日本芸術文化振興会 


国立科学博物館 


 大学評価・学位授与機構、大学入試センター、 
 日本学生支援機構 


日本学術振興会 


奄美群島振興開発基金 


中小企業基盤整備機構 


農業者年金基金 


日本貿易振興機構 


国際協力機構 


航海訓練所、海技教育機構 


水産大学校、水産総合研究センター 


農畜産業振興機構 鉄道建設・運輸施設整備機構 


環境再生保全機構 


総務省所管 


情報通信研究機構 


文部科学省所管 


宇宙航空研究開発機構 


（科学技術振興機構については、今後、資金配分実施機関として、  
抜本的に在り方を見直し） （今後、資金配分実施機関として、 


 抜本的に在り方を見直し） 
厚生労働省所管 


国立健康・栄養研究所、医薬基盤研究所 


労働安全衛生総合研究所、労働政策研究・研修機構 


農林水産省所管 


農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、 
農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター 


森林総合研究所 


経済産業省 


産業技術総合研究所、情報処理推進機構、経済産業研究所 


新エネルギー・産業技術総合開発機構 
（今後、資金配分実施機関 
 として、抜本的に在り方を 
 見直し） 


国土交通省所管 


土木研究所、建築研究所、海上技術安全研究所、 
港湾空港技術研究所、電子航法研究所 


環境省所管 


国立環境研究所 


北方領土問題対策協会 国立高等専門学校機構 高齢・障害・求職者雇用支援機構 


国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 


勤労者退職金共済機構 


種苗管理センター、家畜改良センター 


石油天然ガス・金属鉱物資源機構 


自動車検査独立行政法人、交通安全環境研究所 


自動車事故対策機構 日本高速道路保有・債務返済機構 


国立青尐年教育振興機構 国立女性教育会館 日本スポーツ振興センター 水資源機構 航空大学校 


造幣局 


国立印刷局 


製品評価技術基盤機構 


農林水産消費安全技術センター 


駐留軍等労働者労務管理機構 


国立特別支援教育総合研究所 


国
民
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活
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ー 
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工業所有権情報・研修館 


福祉医療機構 


理化学研究所、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、海洋
研究開発機構、科学技術振興機構 


国際交流基金 


海上災害防止センター 


国際観光振興機構 


赤字は、組織等を大幅に見直す法人 


 
          


住宅金融支援機構 


都市再生機構 


本年度中に方向性等、24年夏までを 
目途に法人のあり方等について結論 


国際交流基金 


国際観光振興機構 


※4法人の海外事務所については、機能的に統合 


統計センター 


放射線医学総合研究所 


２ 
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独立行政法人 国立健康・栄養研究所の概要 


 


 


１．名 称 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 


 


２．所在地 新宿区戸山１－２３－１ 


 


３．沿 革 


  大正９年９月 栄養研究所の設立 


  昭和 13 年１月 厚生省創設に伴い、所管が内務省から厚生省に移管 


    22 年５月 国立栄養研究所に改称 


    23 年３月 新宿区戸山町（旧陸軍軍医学校庁舎）に移転 


  平成元年 10 月 国立健康・栄養研究所に改称 


    ４年 10 月 厚生省戸山研究庁舎へ移転 


    13 年４月 独立行政法人化 


18 年４月 非特定独立行政法人化 


 


４．人 員  ４４名（平成２４年４月１日現在） 


         ○役  員  ４名（理事長１、理事１、監事２（非常勤）） 


       ○常勤職員 ４０名 


 


５．予 算  ６６７百万円（平成２４年度運営費交付金） 


 


６．業 務 


  ○ 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。 


  ○ 国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。 


  ○ 食品について栄養生理学上の試験を行うこと。 


  ○ 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 


  ○ 健康増進法第１０条第２項の規定に基づき、国民健康・栄養調査の実施 


に関する事務を行うこと。 


  ○ 健康増進法第２６条第３項（同法第２９条第２項において準用する場合 


を含む。）の規定に基づき、同法第２６条第１項の規定による許可又は同 


法第２９条第１項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこ                                  


と。 


  ○ 健康増進法第２７条第５項（同法第２９条第２項、第３２条第３項及び   


第３２条の３第３項において準用する場合を含む。）の規定により収去さ   


れた食品の試験を行うこと。 







く食べて健全な


学事軒蔑春繭
健康的な食習慣を身
につけ､将葬の生活


○ 健康と栄養に関する調査


研究を通じて､国民の健康と福祉の


向上に貢献します｡


◎健康 ･栄養施策の推進に不可欠な科学的根


拠を質の高い研究によって示すとともに､


それらを専門的見地から吟味､統合､


要約して情報発信します｡


1に運動12に食事


⑳ 栄養 ･食生活､運動と健康


との関わりについて､基礎から応用に


至る研究を包括的に行います｡


〇億度と栄養に関する研究の中核として､


国内外の研究ネットワークを築き､次世代


の研究者を育成します｡


㊥ 研究所の独自性を発揮するとともに､効率的､効果的に研究を推進する
ため､テーマを特化･重点化して研究を行います｡


⑳ 研究所の研究能力を向上させ､将来､応用 ･発展的な展開を可能とする
ため､関連領域における基礎的､独創的､萌芽的な研究を推進します｡


㊤ 幅広い人々に研究所を理解､活用してもらうために､積極的に情報発信
するとともに､外部機関等と連携して対外事業を行います｡


o 研究を効率的かつ確実に推進するため､人材､資金を有効に活用します.


㊤ 行政ニーズ､社会ニーズを常に把握します｡また人材の育成を図り､実践
の場で活動する管理栄養士等への支援を積極的に行います｡
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国 立健 康 ･栄 養 研 究所 は


国 の生 活 習 慣 病 対 策 等 の施 策 としてより効 果 的 な五 つの調 査 研 究を推 進 しています ｡


生活習慣病予 防のための運動 と食事 の併用効果 に関する研 究


運動 ･身体活動や適切な食事による生活習慣病の一次予防､身体活動や食事といった環


境因子と遺伝的因子の相互作用の解明並びに運動と食事とによるテイラーメイド予防法につ


いて､ヒトを対象とした試験及び動物や細胞等を用いた実験を行います｡特に糖尿病及びメタポ


リックシンドロームの一次予防に役立つ調査研究に特化 ･重点化します.
栄養疫学研究部､健康増進研究部､臨床栄養研究部､栄養教育研究鶴､基礎栄養研究部が担当｡


日本人の食生活の多様化と健康への影響､及び食生活の改善施策に関する栄養疫学的研究


日本人の食生活の多様性を科学的に評価するための指標及び調査手法を開発し､それが


健康に及ぼす影響について疫学的な調査及び研究を行います｡また､それらに基づく食生活改


善法の開発と施策への提言を行います｡特に日本人の食事摂取基準等の科学的根拠となるデ


ータの蓄積と｢健康日本21｣の評価と次期｢健康づくり運動｣策定への応用を目指します｡
米遊疫学J)Jt兜邦､側軸増政脚光即が担当.


｢健康食品｣を対象とした食品成分の有効性評価及び健康影響評価に関する調査研究


｢健康食品｣に含まれる食品成分の有効性及び健康影矧 こ関して､実社会における使用実


態等を把捉するとともに､ヒトに対する影哲を評価する手法を開発します.その結果を幅広く公


開し､｢健康食品｣に関わるリスクコミュニケーションに資するデータベースの更新及び充実を


継続して行います｡
兜品保雛機f]tEuf究部､情報センターが担当o


小児から高齢者までの生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育をより


効果的に推進するための調査研究


監事 横山 明
監事 岡山 明


(忘 ′読 )







独立行政法人 医薬基盤研究所の概要 


 


 


１．名 称 独立行政法人 医薬基盤研究所 


 


２．所在地 大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目６番８号 


 


３．沿 革 


  平成 17 年４月 国立医薬品食品衛生研究所大阪支所を母体とし、国立感染症         


研究所、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の組織の一部         


を統合して設立 


 


４．人 員  ８０名（平成２４年４月１日現在） 


         ○役  員  ４名（理事長１、理事１（非常勤）、監事２（非常勤）） 


       ○常勤職員 ７６名 


 


５．予 算  ８，９５９百万円（平成２４年度運営費交付金等） 


                                                   ※復興特別会計含む 


６．業 務 


  ○ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資する   


こととなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 


  ○ 基礎的研究を他に委託して行い、その成果を普及すること。 


  ○ 試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。 


  ○ 政府等以外の者に対し、試験研究を国の試験研究機関又は試験研究に関 


する業務を行う独立行政法人と共同して行うことについてのあっせんする 


こと。 


  ○ 海外から研究者を招へいすること。 


  ○ 医薬品技術及び医療機器等技術に関する情報を収集し、整理し、提供し、 


及び調査すること。 


    ○  希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器に関する試験研究に関し、必      


要な資金に充てるための助成金を交付し、並びに指導及び助言を行うこと。 







国民の健康を守り､生活の質を改善していくためには､ゲノム科学､たんぱく質科学などの最


新の技術成果を活用した､より有効で安全な医薬品 ･医療機器の開発が欠かせません｡また､厳


しい国際競争の中で､我が国の医薬品 ･医療機器産業の国際競争力を強化することも､産業政策


上重要な課題となっています.


こうした中で､医薬基盤研究所は､創薬支援に特化した独立行政法人として以下の三つの事業


を行い､民間企業､大学等における新たな医薬品 ･医療機器の開発を目指した研究開発を支援し


ています｡


①医薬品等の碁盤的技術研究


㊤難病 ･疾患資源研究


(彰医薬品等の研究開発振興


l徹 IO


平成24年度予算額 94.4億円


(内訳:四捨五入のため予葬総額と不-致)


･運営交付金 733億円


･施設整備垂補助金 162億円


･その他 4.8億円







~ー~-∴97;配PI-ーt
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独立行政法人理化学研究所の概要 


 


 


 独立行政法人理化学研究所（理研）は独立行政法人理化学研究所法により科学技術（人


文科学のみに係るものを除く。）に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことに


より、科学技術の水準の向上を図ることを目的とし、日本で唯一の自然科学の総合研究


所として、物理学、工学、化学、生物学、医科学などにおよぶ広い分野で研究を進めて


います。 


 当研究所は、1917 年（大正 6 年）に財団法人理化学研究所として創設されました。戦


後、株式会社「科学研究所」、特殊法人時代を経て、2003 年（平成 15 年）10 月に文部


科学省所管の独立行政法人理化学研究所として再発足しました。 


研究成果を社会に普及させるため、大学や企業との連携による共同研究、受託研究等を


実施しているほか、知的財産権等の産業界への技術移転を積極的にすすめています。 


 


科学技術政策における理研の役割 


 


 


  


理化学研究所ＨＰから抜粋 



http://www.riken.jp/r-world/riken/law/dokuritsu/index.html
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運営に関する 5 つの基本方針 


「野依イニシアチブ」 


1. 見える理研 


o 一般社会での理研の存在感を高める 


o 研究者、所員は科学技術の重要性を社会に訴える 


2. 科学技術史に輝き続ける理研 


o 理研の研究精神の継承・発展 


o 研究の質を重視。「理研ブランド」：特に輝ける存在 


o 知的財産化機能を一層強化、社会・産業に貢献 


3. 研究者がやる気を出せる理研 


o 自由な発想 


o オンリーワンの問題設定 


o ひとり立ちできる研究者を輩出 


4. 世の中の役に立つ理研 


o 産業･社会との融合連携 


o 文明社会を支える科学技術 


（大学、産業にはできない部分） 


5. 文化に貢献する理研 


o 自分自身、理研の文化度向上 


o 人文・社会科学への情報発信 


 


 


理研における研究体制 


理研の研究組織は、基幹研究事業、研究基盤事業、戦略研究事業及び社会知創成事業


の 4 つの機能を持つセンター等より構成されます。新たな研究領域を開拓しつつ、最高


水準の研究基盤の整備・共用・利用研究を行い、国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略


研究を進めています。また、所内外の連携を積極的に進めています。 
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組織図 
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独立行政法人産業技術総合研究所の概要 


 


 


産業技術総合研究所は日本の産業を支える環境・エネルギー、ライフサイエンス、情


報通信・エレクトロニクス、ナノテクノロジー・材料・製造、計測・計量標準、地質と


いう多様な６分野の研究を行う我が国最大級の公的研究機関です。 


本部を東京及びつくばに置き、つくばセンターを除く全国８ヶ所にそれぞれ特徴ある


研究を重点的に行う地域センターを配しています。総職員数は約 3,000 名。その内 2,000


名以上の研究者が、組織・人材・制度を集積する「オープンイノベーションハブ」構想


の基に、産業界、大学、行政との有機的連携を行い、研究開発からイノベーションへと


展開しています。 


特に産総研が貢献するべき重要分野として世界最高水準にある我が国の環境・エネル


ギー技術をさらに発展させる「グリーン・イノベーションの推進」、質の高い医療サー


ビスへのニーズに応え、少子高齢化社会・介護などの課題に対応する「ライフ・イノベ


ーションの推進」、国の安全・安心を支える「知的基盤の整備・推進」、科学技術立国


を掲げる我が国の産業競争力の強化、明るい未来社会を切り拓く「先端的技術開発の推


進」を研究推進戦略としています。 


基本情報表 


組織名 独立行政法人産業技術総合研究所 


英語名称 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 


 (略称：AIST) 


理事長  野間口 有（のまくち たもつ） 


所在地   


 ・東京本部 〒100-8921 東京都千代田区霞が関一丁目３番１号 


 ・つくば本部 〒305-8568 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第 2 つくば本部・情報技術共同


研究棟 


 ・地域研究拠点 全国 8 箇所（北海道、東北、臨海副都心、中部、関西、中国、四国、九州） 


創立 2001 年（平成 13 年）4 月 1 日 


主な事業内容 産業技術に関わる研究 


予算 約 969 億 85 百万円（平成 22 年度決算） 


職員数 2,949 人（平成 24 年 4 月 1 日現在員） 


 


産業技術総合研究所ＨＰから抜粋 





		02-2-1 独法改革のイメージ

		02-2-2 健栄研概要

		02-2-2 健栄研概要２

		02-2-3 基盤研概要

		02-2-3 基盤研概要２

		02-2-4 理化研概要

		02-2-5 産総研概要






研究分野別の研究職員構成（2012年４月１日現在）


人員・予算


2012年度収入・支出（単位：百万円）


（2010年度決算報告収入額：96,985百万円）


● 研究職員（うち外国籍） …… 2,288 名（82名）
 ［うちパーマネント］ ［ 2,046 名 ］
 ［うち任期付］  ［　242 名 ］


● 事務職員 ………………………………… 661名
 2012.4.1現在　職員合計　2,949 名（82名）
● 役員 ……………………………………… 13 名
● 招聘研究員 ……………………………… 177名
● ポスドク ………………………………… 274名
● テクニカルスタッフ ………………… 1,553 名


産学官連携制度等による研究員等受入実績数
● 企業から ……………………………約 1,500 名
● 大学から ……………………………約 2,000 名
● 独法・公設研等から ……………… 約 900 名
 （うち外国籍約500 名）


　　（2011年度受入延べ数）


17％


17 ％


15 ％


24 ％
11 ％


16 ％


環境・エネルギー分野


情報通信・エレクトロニクス分野


ナノテクノロジー・
材料・製造分野


ライフサイエンス分野


地質分野


計測・計量標準分野


運営費交付金
　60,078


受託収入
11,217


　施設整備費補助金
837


その他収入
　7,601


人件費
31,391


研究予算
35,646


施設整備費
837


支出
79,734


収入
79,734


研究基盤予算
8,260


管理部門予算
3,600








産総研組織図


 　　　　　


 　　　　


 　　　　　　　　　　


  


理事長 監事


フェロー


名誉フェロー


研究センター


研究部門


研究ラボ


副理事長
理　　事


環境・エネルギー分野
 研究統括・副研究統括・研究企画室


研究推進組織


21


20


（1）


※数字は研究ユニット数


（ ）


（ ）


2012年10月1日


企画本部
　総合企画室
　組織企画室
　研究戦略室
　福島拠点設立準備室
　法人統合準備室


コンプライアンス推進本部


イノベーション推進本部
　イノベーション推進企画部
　知的財産部
　産学官連携推進部
　国際部
　ベンチャー開発部
　国際標準推進部
　つくばイノベーションアリーナ推進部
　イノベーションスクール


研究環境安全本部
　研究環境安全企画部
　環境安全管理部
　研究環境整備部
　情報環境基盤部


総務本部
　業務推進支援部
　人事部
　財務部
　ダイバーシティ推進室


評価部


広報部


北海道センター
東北センター
つくばセンター　
　つくば中央第一事業所
　つくば中央第二事業所
　つくば中央第三事業所
　つくば中央第四事業所
　つくば中央第五事業所
　つくば中央第六事業所
　つくば中央第七事業所
　つくば西事業所
　つくば東事業所
東京本部
臨海副都心センター
中部センター
関西センター
中国センター
四国センター
九州センター


事業組織


本部組織


ライフサイエンス分野
 研究統括・副研究統括・研究企画室


情報通信・エレクトロニクス分野
 研究統括・副研究統括・研究企画室


●
●
知能システム研究部門


●
情報技術研究部門


●
ナノエレクトロニクス研究部門
電子光技術研究部門


ナノデバイスセンター


●
ネットワークフォトニクス研究センター


●
デジタルヒューマン工学研究センター


●
ナノスピントロニクス研究センター


●
サービス工学研究センター
フレキシブルエレクトロニクス研究センター


●


●
●
●
●


糖鎖医工学研究センター
生命情報工学研究センター
バイオメディシナル情報研究センター
幹細胞工学研究センター


●
●
●
●


健康工学研究部門
生物プロセス研究部門
バイオメディカル研究部門
ヒューマンライフテクノロジー研究部門


ナノテクノロジー・材料・製造分野
 研究統括・副研究統括・研究企画室


●ナノチューブ応用研究センター
●集積マイクロシステム研究センター


●先進製造プロセス研究部門
●サステナブルマテリアル研究部門
●ナノシステム研究部門


●ダイヤモンド研究ラボ


計測・計量標準分野
研究統括・副研究統括・研究企画室


●生産計測技術研究センター


●計測標準研究部門
●計測フロンティア研究部門


計量標準管理センター


●


●
●
活断層・地震研究センター


地圏資源環境研究部門
地質情報研究部門


地質調査情報センター
地質標本館


地質分野
 研究統括・副研究統括・研究企画室


バイオマスリファイナリー研究センター


水素材料先端科学研究センター
新燃料自動車技術研究センター
メタンハイドレート研究センター
コンパクト化学システム研究センター


●
●
●
●
●
太陽光発電工学研究センター
先進パワーエレクトロニクス研究センター


●
●


ユビキタスエネルギー研究部門
環境管理技術研究部門
環境化学技術研究部門
エネルギー技術研究部門
安全科学研究部門


●
●
●
●
●


●セキュアシステム研究部門


名誉リサーチャー








国立高度専門医療研究センター（ＮＣ） 国立病院機構（ＮＨＯ）


高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法
人に関する法律（平成２０年法律第９３号）


独立行政法人国立病院機構法（平成１４年法律
第１９１号）


国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）


8 144 48


非国家公務員 国家公務員（独立行政法人通則法第２条第２項） 非国家公務員


経営協議会の学外委員と教育研究評議会の
代表者（各同数）からなる「学長選考会議」の
選考による大学の申出に基づき、
文部科学大臣が任命


６年の目標期間で、文部科学大臣が
大学の意見に配慮しつつ策定し、大学に提示


第十三条　国立がん研究センターは、第三条第一
項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一　がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、
調査、研究及び技術の開発を行うこと。
二　前号に掲げる業務に密接に関連する医療を
提供すること。
三　がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、
技術者の研修を行うこと。
四　前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び
政策の提言を行うこと。
五　前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこ
と。


 ※　６ＮＣを代表して「国立がん研究センター」の
業務範囲を掲載


第十三条　機構は、第三条の目的を達成するた
め、次の業務を行う。
一　医療を提供すること。
二　医療に関する調査及び研究を行うこと。
三　医療に関する技術者の研修を行うこと。
四　前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこ
と。
２　機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂
行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設
備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師又は
歯科医師の診療又は研究のために利用させるこ
とができる。


第二十二条　国立大学法人は、次の業務を行う。
一　国立大学を設置し、これを運営すること。
二　学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康
等に関する相談その他の援助を行うこと。
三　当該国立大学法人以外の者から委託を受
け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の
当該国立大学法人以外の者との連携による教育
研究活動を行うこと。
四　公開講座の開設その他の学生以外の者に対
する学習の機会を提供すること。
五　当該国立大学における研究の成果を普及し、
及びその活用を促進すること。
六　当該国立大学における技術に関する研究の
成果の活用を促進する事業であって政令で定め
るものを実施する者に出資すること。
七　前各号の業務に附帯する業務を行うこと。


国立高度専門医療研究センターと国立病院機構等との比較について


国立大学法人


中期目標


病院数


根拠法


業務の範囲


５年の目標期間で主務大臣が策定し、独法に指示


主務大臣が法人の長を任命


独立行政法人


身　分


法人の長の任命


資料１－３ 
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国立高度専門医療研究センター（ＮＣ） 国立病院機構（ＮＨＯ）


国立高度専門医療研究センターと国立病院機構等との比較について


国立大学法人
独立行政法人


運営費交付金
・教育研究経費等は１％の効率化
・病院関係経費は２％の効率化


施設整備費補助金 －


競争的資金 １０９億２，５１２万円 ２３億２，３１６万円　※１


治研・共同研究・受託 ５４億７，７１６万円 ４９億２，９００万円　※１


寄付金 ２億２，３８９万円 ７億１，０８３万円　※２


１５４３本（平成２３年）
※Web of Scienceで検索できる論文


１８８１本（平成２３年度）　※１ －


１４３件 ６件　※１ －


紹介率７６．２％、逆紹介率４５．８％
※６ＮＣの平均


紹介率６０．４％、逆紹介率４８．３％
※国立病院１４４病院の平均


－


ＨＰアクセス件数
１８万件／日、５５８万件／月、６，７０２万件／年
※６ＮＣの総計


－ －


市民公開講座等
※３


（開催種別数）９０件（延参加者数）約１５，５００名
※６ＮＣの総計


－ －


※１　業務実績評価シートより出典


※２　平成２３年度財務諸表より出典


※３　 「市民公開講座等」とは、各ＮＣにおいて、主として一般市民を対象とした研修等と判断されたもの。


　　　　同種の「市民公開講座等」は、開催種別数を１件として集計している。


－


情報公開
（平成２３年度）


財政措置


　「渡しきりの交付金」であり、使途の内訳は特定しないもの
　１％の効率化


　研究所等の不採算部門に対し補助


特許出願数
（平成２２年度）


英論文数


紹介率・逆紹介率
（平成２３年度）


外部資金獲得状
況
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第４回検討会宿題事項 


○独立行政法人化のメリット・デメリット 
 （資料１－１） 
 
○独立行政法人の制度・組織改革のイメージ 
 （資料１－２） 
 
○国立高度専門医療研究センターと国立病院機構等との 
 比較について（資料１－３） 


資 料 １ 







独立行政法人化のメリット 


○研究等の資金ルート拡大 
  ・ 産業界等からの寄附金など外部資金の獲得が柔軟にできるよ 
   うになり、研究等に要する資金の受入ルートが拡大した。 


   
   
   
   


 
 
 


 


○優秀な人材の確保 
  ・ 国家公務員法の適用を受けなくなったことで、各センターにお 
   いて独自に職員を採用することが可能となり、より優秀な医師、 
   看護師などの確保に繋がった。また、職員へのインセンティブ 
   や優秀な人材確保のための手当等の創設が可能となった。 
  ・人員確保により、診療報酬において上位の施設基準を取得す 
   ることができるようになるなど、収益面の向上がみられた。 


 


○研究成果の向上 
  ・ 産業界等との人材交流による研究体制の強化や企業等との共 
   同研究がしやすくなったことにより、研究成果の向上に繋がった。 
  ・ センター単独や企業との共同出願など知的財産の自己活用が 
   増加した。 


 
○柔軟、迅速な対応 
  ・ 予算に縛られることなく、医療機器整備を行うことが可能とな 
   り、医療機器の稼働率が向上するなど収益面での向上がみら 
   れた。また、老朽設備などの改修も行うことが可能となり、患者 
   の療養環境や職員の勤務環境の改善に迅速に対応できるよう 
   になった。 


 
 


資料１－１ 


○その他 
  ・ 意思決定がトップダウンによりスピーディに行えるようになった。 
  ・ 企業会計原則による会計処理により、月次決算などの会計情 
   報を役職員が速やかに把握することで、迅速な経営判断が可 
   能となった。  


 
 


① 


独立行政法人化のデメリット 


○移行前に指摘されていた懸念 
  ・ 病院経営の効率化を優先することによって、各ＮＣが築いて 
   きた高度な医療の確保や国民が求める医療サービスの確 
   保が疎かになるのではないか。 
  ・ＮＣに関わる長期債務をそれぞれの新法人が引継ぐ場合は、 
   その利払いや返済金の過大な負担により、新法人の本来 
   目的である研究・診療の維持・拡充の妨げとなるおそれ 


○移行に伴う事務作業、コストの発生  
  ・ 【服務関係】 
   （国）国家公務員法、人事院規則等 
             ↓ 
   （独法）労働基準法、労働安全衛生法、就業規則等 
  ・ 【会計制度】 
   （国）会計法、予算決算及び会計令等 
             ↓ 
   （独法）独立行政法人会計基準、会計規程等 
  ・ 人事・給与システム 
  ・ 財務会計システム  等 
 


 ○財務負担の増大 
  ・ 雇用保険法に基づく事業主負担額の増 
  ・ 減価償却費の発生 
  ・ 引当金の増（退職給付引当金繰入額・貸倒引当金繰入額） 


 





		02-0 資料１表紙

		02-1 独法化のメリット・デメリット






国立高度専門医療研究センターの組織について 


 ６センターのこれまでの業務の実施状況や当検討会委員の意見、研究開発システムの改革の推
進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律（平成20年法律第
63号）第２条第８項において「研究開発法人」に規定されていることなどを踏まえ、今後の国立
高度専門医療研究センターはどのような法人類型が適当か。また、その際に６法人のまま移行す
るのが適当か、１つの法人に統合するのが適当か。 


１．法人制度の類型及び在り方について 


資料２－１ 


２．医療や創薬に関係する他の研究所との統合や機能面による再整理について 


 今後の国立高度専門医療研究センターについて、国立健康・栄養研究所や医薬基盤研究所など
の医療や創薬に関係する他の研究所との統合や機能面による再整理についてどのように考えるか。 


（参考） 
○高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（平成20年法律第93号）（抄） 
 附則 
 （検討） 
 第24条 政府は、この法律の施行後３年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立 
  行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務 
  の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人 
  として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
 
○独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（平成24年1月20日閣議決定）（抄） 
 【国立高度専門医療研究センター】 
   高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（平成20年法律第93号）の附則第24条の規定に基づき、 
  この法律の施行後３年以内に、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な 
  措置を講ずることとされている。その際、医療や創薬に関係する他の研究所との統合や機能面による再整理も含め、既存の 
  枠組みにとらわれない検討を進める。 
 ① 







資料２－２ 


法人制度の比較について 


現行制度 新制度 


独立行政法人 中期目標行政法人 国立研究開発行政法人 医療関係法人（※） 


根拠法 
独立行政法人 
通則法 


行政法人通則法 行政法人通則法 
－ 


（固有の根拠法） 


法人の
性格 


公共上の見地から
確実に実施される
ことが必要な事
務・事業であって、
国が直接実施する
必要のないものの
うち、民間の主体
にゆだねた場合に
は必ずしも実施さ
れないおそれがあ
るものを行う法人 


公共上の見地から確実に
実施されることが必要な事
務・事業であって、国が直
接実施する必要のないも
ののうち、民間の主体に
ゆだねた場合には必ずし
も実施されないおそれが
あるもののうち、一定の自
主性・自律性を発揮しつつ
中期的な視点に立って効
果的に執行することが求
められるものを行う法人 


中期目標行政法人のう
ち、その主要な業務とし
て、研究開発に係る事
務・事業を実施し、公益
に資する研究開発に係
る事務・事業の最大限
の成果を得ることを目的
とする法人 


「独立行政法人の制度
及び組織の見直しの基
本方針」（平成24年1月
20日閣議決定）におい


て、①国が担うべき政
策医療等の確実な実施、
②自律的かつ効率的な
経営の実現を目指し、
国立病院機構及び労働
者健康福祉機構が移行
することとされている法
人 


法人の
名称 


独立行政法人
○○センター 


行政法人 
○○センター 


国立研究開発行政法人 
○○センター 


－ 


※医療関係法人の制度については、現在、「国立病院及び労災病院の
新しい法人制度に関する検討会」において検討中の内容である。 
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１．法人類型について 







現行制度 新制度 


独立行政法人 中期目標行政法人 国立研究開発行政法人 医療関係法人（※） 


中期 
目標 
期間 


３年以上 
５年以下 


３年以上 
５年以下 


３年以上 
７年以下 


－ 
（適切な期間を設定） 


第三者
機関 


・各府省の評
価委員会 


・総務省の政
策評価・独立
行政法人評
価委員会 


・総務省の行政法人
評価制度委員会 


・総務省の行政法人評
価制度委員会 
・総合科学技術会議 


・研究開発に関する審
議会（主務大臣の判断
を補佐する役割） 


・関係審議会 


目標等
の指示 


２ 


主務大臣 


各府省評価委員会 


法人 


①意見 


②中期目標 
  の指示 


主務大臣 


行政法人評価制度
委員会 


法人 


①意見 


②中期目標 
  の指示 


主務大臣 
研究開発に関する


審議会 


法人 


①意見 


③中期目標 
  の指示 


行政法人評価
制度委員会 


総合科学技術
会議 


②意見 


厚労大臣 


関係審議会 


法人 


①意見 


②基本方針 
  の指示 


２．目標・評価について 


※医療関係法人の制度については、現在、「国立病院及び労災病院の
新しい法人制度に関する検討会」において検討中の内容である。 







現行制度 新制度 


独立行政法人 中期目標行政法人 国立研究開発行政法人 医療関係法人（※） 


計画等
の作成 


評価 


③ 


主務大臣 


各府省評価委員会 


②意見 


③ 


主務大臣 


関係審議会 


②意見 


法人 


① 


①中期 
  計画の 
  作成 
③中期 
  計画の 
  認可 


② ① 


法人 


①中期計画 
  の作成 
②中期計画 
  の認可 


①中期計画 
  の作成 
②中期計画 
  の認可 


主務大臣 


② 


法人 


① 


厚労大臣 


③ ① 


①基本目標の 
  作成 
③基本目標の 
  認可 
④基本計画等 
  の作成 法人 


④ 


主務大臣 


各府省評価委員会 


法人 


③評価 


 結果の
通知 


①業務実績 
  評価 
 （一次評価） 
②業務運営 
  改善等の 
  勧告 


主務大臣 


行政法人評価制度
委員会 


法人 


中期目標期間の
最終年度の直前
の事業年度に行
う評価の点検 


①業務実績評価 
②業務運営改善 
  等の命令 


主務大臣 
研究開発に関する


審議会 


法人 


行政法人評価
制度委員会 


総合科学技術
会議 


厚労大臣 


関係審議会 


法人 


①意見 


政・独委  


④意見 
（二次評価） 


②業務実績評価 
③業務運営改善 
  等の命令 


①意見 


中期目標期間の
最終年度の直前
の事業年度に行
う評価の点検 


②業務実績評価 
③業務運営改善 
  等の勧告 


※医療関係法人の制度については、現在、「国立病院及び労災病院の
新しい法人制度に関する検討会」において検討中の内容である。 
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国立高度専門医療研究センターの法律上の業務等について 


 


 


高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（抄） 


（平成２０年法律第９３号） 


 


○国立がん研究センター 
 


（国立高度専門医療研究センターの目的） 


第３条 独立行政法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）


は、がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこ


れらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医


療政策として、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、


もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 
 


（国立がん研究センターの業務の範囲） 


第１３条 国立がん研究センターは、第３条第１項の目的を達成するため、次の業務を


行う。 


 一 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこ


と。 


 二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 


 三 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。 


 四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 


 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 


 


○国立循環器病研究センター 
 


（国立高度専門医療研究センターの目的） 


第３条 


２ 独立行政法人国立循環器病研究センター（以下「国立循環器病研究センター」とい


う。）は、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業


務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策と


して、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上


及び増進に寄与することを目的とする。 
 


（国立循環器病研究センターの業務の範囲） 


第１４条 国立循環器病研究センターは、第３条第２項の目的を達成するため、次の業


務を行う。 


参考資料１ 
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 一 循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 


 二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 


 三 循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。 


 四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 


 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 


 


○国立精神・神経医療研究センター 
 


（国立高度専門医療研究センターの目的） 


第３条 


３ 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（以下「国立精神・神経医療研究セ


ンター」という。）は、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障


害（以下「精神・神経疾患等」という。）に係る医療並びに精神保健に関し、調査、


研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修


等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門


的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与すること


を目的とする。 
 


（国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲） 


第１５条 国立精神・神経医療研究センターは、第３条第３項の目的を達成するため、


次の業務を行う。 


 一 精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 


 二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 


 三 精神保健に関し、調査及び研究を行うこと。 


 四 精神・神経疾患等に係る医療及び精神保健に関し、技術者の研修を行うこと。 


 五 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 


 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 


 


○国立国際医療研究センター 
 


（国立高度専門医療研究センターの目的） 


第３条 


４ 独立行政法人国立国際医療研究センター（以下「国立国際医療研究センター」とい


う。）は、感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海外におけ


る症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの（以下「感染症その


他の疾患」という。）に係る医療並びに医療に係る国際協力に関し、調査、研究及び


技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行う


ことにより、国の医療政策として、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医


療、医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与する


ことを目的とする。 







3 


 


（国立国際医療研究センターの業務の範囲） 


第１６条 国立国際医療研究センターは、第３条第４項の目的を達成するため、次の業


務を行う。 


 一 感染症その他の疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 


 二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 


 三 医療に係る国際協力に関し、調査及び研究を行うこと。 


 四 感染症その他の疾患に係る医療及び医療に係る国際協力に関し、技術者の研修を


行うこと。 


 五 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 


 六 国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する


学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。 


 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 


 


○国立成育医療研究センター 
 


（国立高度専門医療研究センターの目的） 


第３条 


５ 独立行政法人国立成育医療研究センター（以下「国立成育医療研究センター」とい


う。）は、母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾患で


あって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするもの（以


下「成育に係る疾患」という。）に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並び


にこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国


の医療政策として、成育に係る疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、も


って公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 
 


（国立成育医療研究センターの業務の範囲） 


第１７条 国立成育医療研究センターは、第３条第６項の目的を達成するため、次の業


務を行う。 


 一 成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 


 二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 


 三 成育に係る疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。 


 四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 


 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 


 


○国立長寿医療研究センター 
 


（国立高度専門医療研究センターの目的） 


第３条 
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６ 独立行政法人国立長寿医療研究センター（以下「国立長寿医療研究センター」とい


う。）は、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって高齢者が


自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの（以下「加齢に伴う疾患」


という。）に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接


に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、加


齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及


び増進に寄与することを目的とする。 
 


（国立長寿医療研究センターの業務の範囲） 


第１８条 国立長寿医療研究センターは、第３条第６項の目的を達成するため、次の業


務を行う。 


 一 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。 


 二 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 


 三 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 


 四 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。 


 五 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 


 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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独立行政法人国立がん研究センター 


（１）沿革・組織（平成 24年 4月 1日現在） 


・前 身：国立がんセンター（昭和 37年設立） 


・役 員：6名（理事長 1名、理事 3名（うち非常勤 2名）、監事 2名（非常勤）） 


・職 員：1,660 名 


・規 模：46,108 百万円（平成 24年度経常費用予定額） 


・所在地及び組織 


東京都中央区築地 5-1-1 千葉県柏市柏の葉 6-5-1 


・研究所（25 分野、3支援施設） 


・中央病院（600 床） 


・がん予防・検診研究ｾﾝﾀｰ（3部） 


・がん対策情報センター（4部） 


・臨床開発センター（5部 2室） 


・東病院（425床） 


（２）業務範囲 


① がんその他の悪性新生物に係る医療に関する、調査、研究及び技術の開発 


② ①に掲げる業務に密接に関連する医療の提供 


③ がんその他の悪性新生物に係る医療に関する、技術者の研修 


④ ①～③に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言 


⑤ ①～④に掲げる業務に附帯する業務 


（３）主な取組（中期計画より） 


① 研究・開発 


・ がんの原因、発生・進展メカニズムの解明 


・ 各種がん登録、疫学研究によるがんの実態把握 


・ 有効ながん予防法、がん検診法の研究開発 


・ 高度先駆的ながん診断、治療法の基礎技術の開発 


・ よりよい標準治療及び標準診断法を開発するための多施設共同臨床試験 


・ 医薬品及び医療機器の開発 


・ がん医療の質的向上・均てん化のための研究開発 


・ 情報発信手法の開発 


② 医療の提供 


・ 高度先駆的医療の提供（例：ゲノム・プロテオーム解析による個別化治


療の開発・普及） 


・ 希尐がん及び難治がんを含めた各種がんの標準的治療の実践 


・ がん患者が必要とする緩和医療や精神心理的ケアの幅広い提供 


③ 人材の育成 


・ レジデント制度、がん専門修錬医制度等の専門教育制度の充実 


・ がん診療連携拠点病院の医療従事者等を対象とした研修の実施 


④ 医療の均てん化、情報収集・発信 


・ 都道府県がん診療連携拠点病院等との意見交換、情報共有 


・ 患者、家族に対する、科学的根拠のあるがん関連情報の提供 


・ 医療従事者に対する、診療ガイドライン、臨床試験情報等の提供 


 


参考資料２ 
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独立行政法人国立循環器病研究センター 


（１）沿革・組織（平成 24年 4月 1日現在） 


・前 身：国立循環器病センター（昭和 52年設立） 


・役 員：6名（理事長 1名、理事 3名（うち非常勤 2名）、監事 2名（非常勤）） 


・職 員：1,094 名 


・規 模：26,086 百万円（平成 24年度経常費用予定額） 


・所在地及び組織 


大阪府吹田市藤白台 5-7-1 


・研究所（18 部） 


・研究開発基盤センター（5部） 


・病院（618床） 


 


（２）業務範囲 


① 循環器病に係る医療に関する、調査、研究及び技術の開発 


② ①に掲げる業務に密接に関連する医療の提供 


③ 循環器病に係る医療に関する、技術者の研修 


④ ①～③に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言 


⑤ ①～④に掲げる業務に附帯する業務 


 


（３）主な取組（中期計画より） 


① 研究・開発 


・ 循環器病の本態解明 


・ 循環器疾患の登録、疫学研究等による実態把握 


・ 循環器病に対する高度先駆的な予防、診断、治療法の開発 


・ 既存の予防手法に関する有効性と安全性を検証する研究 


・ 循環器病の医薬品候補となる化合物等の探索・同定 


・ 循環器病の機能代替医療等を可能とするための技術、機器の開発 


・ 循環器病医療の質向上、均てん化のための研究開発 


・ 情報発信手法の開発 


② 医療の提供 


・ 高度先駆的医療の提供（例：移植、人工臓器、遺伝子治療等） 


・ 医療の標準化を推進するための、科学的根拠に基づく医療の提供 


・ 小児例も含めた心臓移植、ＱＯＬの高い補助人工心臓治療の実施 


③ 人材の育成 


・ 循環器病領域のリーダーとして活躍できる人材の育成 


・ センター外の医療従事者に対する職種ごとの各種研修実施 


④ 医療の均てん化、情報収集・発信 


・ 科学的根拠に基づく最新の診断・治療情報等の提供、技術援助、技術指


導要請への対応 
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独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 


（１）沿革・組織（平成 24年 4月 1日現在） 


・前 身：国立精神・神経センター（昭和 61年設立） 


・役 員：7名（理事長 1名、理事 4名（うち非常勤 2名）、監事 2名（非常勤）） 


・職 員：700名 


・規 模：13,638 百万円（平成 24年度経常費用予定額） 


・所在地及び組織 


東京都小平市小川東町 4-1-1 


・神経研究所（14部） 


・精神保健研究所（自殺予防総合対策センター、災害時こころの情報支援センター及び 11部） 


・トランスレーショナル・メディカルセンターＴＭＣ（3部）  


・病院（474床）  


 


（２）業務範囲 


① 精神・神経疾患等※に係る医療に関する、調査、研究及び技術の開発 


② ①に掲げる業務に密接に関連する医療の提供 


③ 精神保健に関する調査及び研究 


④ 精神・神経疾患等に係る医療及び精神保健に関する、技術者の研修 


⑤ ①～④に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言 


⑥ ①～⑤に掲げる業務に附帯する業務 


※ 精神・神経疾患等：精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害 


 


（３）主な取組（中期計画より） 


① 研究・開発 


・ 精神・神経疾患等の発生機序や病態解明につながる研究 


・ 精神・神経疾患等における罹患、転帰その他の状況の実態把握 


・ 新規の予防、診断、治療法を開発するための基礎医学、臨床研究等 


・ 多施設共同研究を活用した、有効性と安全性に関する研究 


・ 医薬品及び医療機器の開発の推進 


・ 精神・神経疾患等における医療の質向上、均てん化のための研究 


・ 情報発信手法の開発 


② 医療の提供 


・ 高度先駆的医療の提供（例：多施設連携による症例、臨床情報の集約に


基づいた、希尐疾患、難治性の精神・神経疾患等に対する医療） 


・ 医療の標準化を推進するための、科学的根拠に基づく医療の提供 


・ 医療観察法対象者への医療の提供 


・ 重症心身障害児（者）への医療の提供 


③ 人材の育成 


・ 精神・神経疾患当の研究・医療における専門家の養成 


・ 我が国の医療政策上の課題を踏まえた医療従事者等に対する各種モデル


研修・講習の実施 


④ 医療の均てん化、情報収集・発信 


・ 精神・神経疾患等に関する予防・診断・治療法等の情報発信 
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独立行政法人国立国際医療研究センター 


（１）沿革・組織（平成 24年 4月 1日現在） 


・前 身：国立国際医療センター（平成 5年設立） 


・役 員：8名（理事長 1名、理事 5名（うち非常勤 3名）、監事 2名（非常勤）） 


・職 員：1,692 名 


・規 模：37,196 百万円（平成 24年度経常費用予定額） 


・所在地及び組織 


東京都新宿区戸山 1-21-1 千葉県市川市国府台 1-7-1 東京都清瀬市梅園 1-2-1 


・研究所（15部） 


・臨床研究ｾﾝﾀｰ（4部） 


・センター病院（801床） 


・国際医療協力局 


 


・国府台病院（622床） 


 


・国立看護大学校 


（２）業務範囲 
① 感染症その他の疾患※に係る医療に関する、調査、研究及び技術の開発 


② ①に掲げる業務に密接に関連する医療の提供 


③ 医療に係る国際協力に関する調査及び研究 


④ 感染症その他の疾患に係る医療及び医療に係る国際協力に関する、技術者


の研修 


⑤ ①～④に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言 


⑥ 国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的とした、看護


に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設の設置、運営 


⑦ ①～⑥に掲げる業務に附帯する業務 


※ 感染症その他の疾患：感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために


海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの 


（３）主な取組（中期計画より） 
① 研究・開発 


・ 感染症その他の疾患の発生機序や病態解明につながる研究 


・ 感染症その他の疾患の罹患、転帰その他の状況の実態把握 


・ 高度先駆的な予防法、早期診断技術、治療法の開発 


・ 標準的な予防、診断、治療法の確立に資する研究 


・ 医薬品及び医療機器の開発の推進 


・ 感染症その他の疾患の質向上、均てん化のための研究 


・ 情報発信手法の開発 


② 医療の提供 


・ 高度先駆的医療の提供（例：エイズ患者に対する薬剤血中濃度モニター


等に基づく個々人の病態に即した医療の提供） 


・ 医療の標準化を推進するための、科学的根拠に基づく医療の提供 


・ 全科的総合救急医療、精神科救急医療 


③ 人材の育成 


・ 総合医療を基盤とした、高度先駆的な医療を実践できる人材の養成 


・ 医療の均てん化、国際保健医療協力の充実等を目的としたモデル的研修 


④ 医療の均てん化、情報収集・発信 


・ 感染症その他の疾患に関する最新の診断・治療法等の情報発信 
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独立行政法人国立成育医療研究センター 


（１）沿革・組織（平成 24年 4月 1日現在） 


・前 身：国立成育医療センター（平成 14年設立） 


・役 員：6名（理事長 1名、理事 3名（非常勤）、監事 2名（非常勤）） 


・職 員：937名 


・規 模：20,928 百万円（平成 24年度経常費用予定額） 


・所在地及び組織 


東京都世田谷区大蔵 2-10-1 


・研究所（11 部 3室） 


・病院（490床） 


・臨床研究センター（5室） 


（２）業務範囲 


① 成育に係る疾患※に係る医療に関する、調査、研究及び技術の開発 


② ①に掲げる業務に密接に関連する医療の提供 


③ 成育に係る疾患に係る医療に関する、技術者の研修 


④ ①～③に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言 


⑤ ①～④に掲げる業務に附帯する業務 


※ 母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾患であって、児


童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするもの 


（３）主な取組（中期計画より） 


① 研究・開発 


・ 先天性免疫不全症、先天代謝異常症等の成育疾患の病態解明 


・ 胎児期から長期に渡る児の追跡による影響調査等、成育疾患の実態把握 


・ 成育疾患の安全かつ効果的な遺伝子・細胞治療等、高度先駆的な予防、


診断、治療法の開発 


・ 多施設共同研究等による、既存の治療法の有効性と安全性の検証、標準


的治療法の確立 


・ 成育疾患にかかる創薬標的候補分子の探索 


・ 成育医療の質向上、均てん化のための研究開発 


・ 情報発信手法の開発（例：妊娠と薬情報センター等の情報収集による双


方向性コミュニケーションの検討） 


② 医療の提供 


・ 高度先駆的医療の提供 


・ 医療の標準化を推進するための、科学的根拠に基づく医療の提供 


・ 子どもの心の問題の症例に対するモデル的な医療の提供 


・ リスクの高い妊娠に対する医療等、周産期医療における中核的な役割 


③ 人材の育成 


・ 成育医療に対する研究・医療の専門家の育成 


・ センター内外の医療従事者を対象としたモデル研修の実施 


④ 医療の均てん化、情報収集・発信 


・ 都道府県の中核的医療機関等との情報交換、技術助言 


・ 国内外の最新の知見等の情報を国民・医療機関に提供 







6 


独立行政法人国立長寿医療研究センター 


（１）沿革・組織（平成 24年 4月 1日現在） 


・前 身：国立長寿医療センター（平成 16年設立） 


・役 員：6名（理事長 1名、理事 3名（うち非常勤 1名）、監事 2名（非常勤）） 


・職 員：449名 


・規 模：9,081 百万円（平成 24年度経常費用予定額） 


・所在地及び組織 


愛知県大府市森岡町源吾 35 


・研究所（7部 6室） 


・認知症先進医療開発センター（5部 1室） 


・老年学・社会科学研究センター（5 部） 


・病院（383床） 


（２）業務範囲 


① 加齢に伴って生ずる心身の変化に関する、調査、研究 


② 加齢に伴う疾患※に係る医療に関する、調査、研究及び技術の開発 


③ ①に掲げる業務に密接に関連する医療の提供 


④ 加齢に伴う疾患に係る医療に関する、技術者の研修 


⑤ ①～④に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言 


⑥ ①～⑤に掲げる業務に附帯する業務 


※ 加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって高齢者が自立した日


常生活を営むために特に治療を必要とするもの 


（３）主な取組（中期計画より） 


① 研究・開発 


・ 認知症の発症や加齢に伴って生ずる心身の変化のメカニズム解明 


・ 医学、心理学等の広い分野で加齢変化を長期的に調査する実態把握 


・ 認知症の指標となるバイオマーカーの開発、分子メカニズムに着目した


根治的治療法の開発等、高度先駆的な予防、診断、治療法の開発 


・ 認知症関連物質に関わる薬剤の開発、介護機器の安全性評価基準の確立


等、医薬品・医療機器の開発を目指した研究 


・ 長寿医療の質向上、均てん化のための研究開発 


・ 認知機能の低下傾向等、対象者に合わせた効果的な啓発手法の研究 


② 医療の提供 


・ 高齢者に特有な疾患の予防、診断、治療及び機能低下の回復のための高


度先駆的医療の提供 


・ 有効性や安全性の向上を目指した長寿医療の標準化 


・ 認知症に関する医療及び包括的支援の提供 


・ モデル的な在宅医療支援の提供 


③ 人材の育成 


・ 長寿医療分野において将来専門家として活躍する人材の育成 


・ 認知症患者の地域支援調整等に携わる医師を対象とした研修等、モデル


研修・講習の実施 


④ 医療の均てん化、情報収集・発信 


・ 最新の知見、センターの開発成果等の情報を国民・医療機関に広報 
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国立高度専門医療研究センターの在り方に関する検討会 


前回（第４回）までの主な意見 
 


 


１．ＮＣの役割、機能、業務について 


【各センター共通】 


 ① 他でできることをあえてやることはなく、一般の病院なり研究所でできないこと


をナショナルセンターとしてやっていただきたい。 


 ② よい指標になるのかどうかはわからないが、論文をしっかり書くということをベ


ースとして、どのくらいインパクトのある論文を書いているか、何年間かデータを


集め、少なくとも研究者の論文がどのくらい引用されているか、インパクトを与え


ているかということを認識しながら研究することが重要ではないか。 


 ③ 国立病院機構にもそれなりの臨床研究体制はあるが、ナショナルセンターは研究


独法ということで、その違いというのを更に推し進めて研究独法の独自性というの


をどこに見出すか。 


 ④ ICT の活用については、強力にこういうことがやれる、やりたいんだということ


を出していただくと、実は制度上の隘路もたくさんあって、そういうことに対する


変革のプレッシャーにもなっていくと思うので、そういったことをやっていただき


たい。 


⑤ 専門病院であればいいだろうという考え方は、捨てないといけないのではないか


と思う。世界をリードする研究開発型にしていかないといけない。そういうミッシ


ョンをやる組織の形ができている、あるいは人材がそこに集約されているかどうか。 


⑥ 国全体をコホート的に管理運営するということを一つの大きなミッションにした


らどうか。 


⑦ 最先端の研究、治療法の開発、薬の開発、医療機器の開発ということも大切だが、


そういった成果をいち早く全国に行き渡らせる手法まで検討していただければあり


がたい。 


【国立がん研究センター】 


 ⑧ 今、日本で特に問題になっている治験の環境整備、橋渡しについて、決定的に日


本ではちょっと遅れていると言われているところを、今後是正するということにな


った時に、日本のがんセンターとして一体何が足りないのか、がんセンターとして


はどういうことをやろうとしているのか。 


 ⑨ 東病院に早期探索拠点が設置されることになった。東病院の基礎研究は進んでい


ると感じているので、中央病院と東病院の連携は非常に重要で、これがかなりドラ


ッグ・ラグその他を解消する道としてもいいのではないか。 


【国立循環器病研究センター】 


 ⑩ 日本における循環器病研究センターが他の国と違っているところは、脳卒中と心


臓病を一緒にやっていることであり、これは非常に大切なことなので、ずっと維持


してこれから先の発展を考えて新しい病院の計画を立てていただきたい。また、医


参考資料３ 
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療機器分野における早期探索的臨床研究拠点に選ばれたことも頭に入れて将来計画


をしっかり立ててもらいたい。 


【国立精神・神経医療研究センター】 


 ⑪ 精神・神経医療研究センターが多くの難病の解決を図らなければならない、これ


が使命かなと思うし、これから期待されるところだと思う。そうすると、どうして


もファーストインヒューマンというのは、これから絶対やっていかなければならな


いことで、そのバックアップとして、救急体制であるとか、他の全科診療体制とい


うものを揃えていかなければいけないだろうと思う。 


 ⑫ 研究領域であっても、プロダクト、もしくはイノベーションとわかりやすい部分、


研究で言えば新規研究に属する部分、例えばアデクションの薬物とか、いわゆる摂


食障害とか、今の医療でも標準的な医療が保険でカバーされていない領域も当然カ


バーしなければいけないし、研究もしないといけないとなると、なかなかお金が得


にくそうな感じがする。精神の場合はかなり社会的、政策的問題があって、今は在


宅へとどんどんやっているが、そういったことで医療と研究と分けにくい部分がど


うしてもあると思う。 


【国立国際医療研究センター】 


 ⑬ 他のセンターのように循環器病センターは人工心臓をやっているみたいな見え方


がしないので、国民からすると分かりにくい部分はあると思うので、トランスレー


ショナルリサーチ、創薬を含めて研究に特化した形になる方がいいのではないか。 


 ⑭ この検討会は、６つのナショナルセンターのこれからのあるべき姿を検討する場


で、国際医療研究センターをある意味で大きく見直して、ミッションをどこに一番


持って、どういう風にやっていったら本当にいいだろうかというチャンスである。 


 ⑮ エイズ以外にインフルエンザは非常に重要な研究だと思う。肝炎や糖尿病などの


大切な疾病領域をどういう風に連携を取ってやっていくかが非常に大切だと思う。 


 ⑯ 我々から見ると何でもかんでもやっていて、結局どこを目指していくのかがよく


見えない。その辺りの交通整理をする必要があるのか、そういった混在した中でや


っていくことに意義があるのか、その価値が分からない。 


 ⑰ 病院としては非常に優れていると思うが、地方にある国立病院や聖路加病院と何


が違うのか。税金を使うのであれば特化するところをどこに持っていくか、感染症


が強いのでエイズ、肝炎を初めとした感染症にシフトさせていくのかなどを国府台


病院の棲み分けを含めて議論されていくことになる。 


 ⑱ 難病に指定されないようなレアな疾患について、難病指定されないために保険適


用されず医療費がかさんでいく状況にあるので、そういう人たちの受け皿をどこに


作るのか。 


 ⑲ 研究独法として、ナショナルセンターらしくということを考えると感染症は非常


にメリットがあると思う。感染症をやっている会社は世界的に極めて少なくなって


おり、国で少なくとも誰かが見てくれているというのは凄い安心感がある。 


 ⑳ 今後、イノベーションで特にアジアを中心とする海外へ日本のサービスそのもの


を展開したらどうかという話が出ているので、国際という名前が付いていることも


あり、アジアを中心として遠隔医療の技術を使って、もうちょっと広い医療展開を


国際医療研究センターができればどうかという気がする。 
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【国立成育医療研究センター】 


 ㉑ 小児外科領域の充実度はどうか。イギリスなどでは、小児の心臓外科を集中して


やっていて、日本でそういう時代が来れば成育医療研究センターが中心にならない


といけないと思う。 


 ㉒ 子供に対する治験体制について、しっかりとした方針を明確に出していただきた


い。臨床研究がどんどん進んでいるとのことだが、ICH-GCP 基準もあり、単なる臨


床研究で終わらずに治験レベルの研究を進めていただきたい。 


 ㉓ 小児の治験を推進していくためのセンター的な役割の病院が必要ではないか。そ


れは成育医療研究センターが担うべきで、治験を推進させるには本当に考えていく


ことではないか。 


 ㉔ 臨床研究での高質な論文が日本で治験をやるに当たって必要になり、成育医療研


究センターはそういったものを期待できるので、ますます進めていただきたい。 


【国立長寿医療研究センター】 


 ㉕ 介護の世界、介護士の問題と現場の医師の関係など、今後どのように連携してや


っていくのか大変重要な問題がある。地域包括ケアのあり方のモデルができて、こ


ういう風に行けば良いというのを早く見せていただきたい。 


 ㉖ 社会科学的な研究は多いが、もう少し自然科学的なというか、医学的な研究も含


めてやっていただきたい。 


 


 


２．組織について  


（１）法人制度の類型（研究開発法人か、医療型法人か） 


【各センター共通】 


① 現行の独立行政法人制度にかかわる要望ということで、経営努力に見合うよう


な制度に、それが実現できるような制度にどうしていけばいいのかということを、


是非ナショナルセンターの方でももっと詳細に上げ、それでどちらの方向に全体


の経営改革が進んでいくのかというエビデンスをきちんと出していただくと、


色々な独法も一緒になって改革していけると思う。 


② 国民の健康にとって医療研究は非常に大事な分野。病院は、それをしっかり見


るための臨床的なフィールドである。専門だけの病院というやり方もあるかもし


れないけれども、総合的なところも必要。ファースト・イン・ヒューマンの施設


をどこに置くかとなったとき、やはり総合的なことができるようなところに置な


ければいけない。ナショナルセンターはそれぞれの機能を使ってやるべきではな


いかと思う。６つのナショナルセンターというのは、バーチャルでもいいから、


インテグレーションのできた組織にすべきだろうと思う。 


【国立国際医療研究センター】 


③ 新たな制度に移行する時に、このまま横並びで研究独法の仲間で行く方がいい


のか、この特色を生かすのであれば、別の独法の枠組みで国際医療研究センター


だけ違うミッションを持って独法化しても構わないと思う。 
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（２）医薬や創薬に関係する他の研究所との統合 


特に意見なし 


 


（３）機能面による再整理 


【国立循環器病研究センター】 


①臨床現場に工学系の研究機能が、一つの建物の中に、医療、診断、治療もやりな


がら、隣で高度な医療機器を開発している。しかも、勿論、安全を確保しながら、


非常にスピーディにタイムリーにやれるという環境を、非常に強力なパワーとし


て作り上げていく拠点がないと、なかなか諸外国に対応した形での医療機器・医


療技術のイノベーションは生まれてこないだろうということで、是非そういう核


になる機能・施設を作るべき。 


【国立精神・神経医療研究センター】 


②研究所と病院をいかに一体させようかということは非常に大切。実際に先進医療


が随分進んでいる。ファーストインヒューマンのところで、緊急体制をとれるよ


うな形で、一般の内科医や外科医がどのぐらい必要かは非常に重要なポイント。 


 


 


３．国の関与について 


【各センター共通】 


① 研究部門も病院部門も関係なく、ナショナルセンターの人件費は全て１％ずつ削


減となっているが、全くそこは別に考えるべきだと思う。特に、色々なミッション


が増えてくるわけで、これからもっと発展が期待されているのであれば、ナショナ


ルセンターの責任において、人は増やせる、人件費を増やせるようにしないと、こ


れは立ち行かなくなるのではないか。 


 ② ナショナルセンターの場合、医師とか看護師だとか、そういう人が集まりにくい


ことが出てくるということになると、人件費のことも余程うまく考えていかないと、


なかなか大変だろう。 


③ 普通に考えて、不合理な制度設計になっていると思う。21 年度から 1％ずつ下げ


ていくということになると、最初は、業務委託などによる対応もできるけれども、


その後は、研究部門の職員を削って、パフォーマンス自体を下げる訳にもいかない


ので給料を下げましょうという話にしかならない。ずっとこれだったら、いつかは


もう削り込めなくなる。 


④ 研究を主体に行くのであれば、年次ごとに必ず黒字が出るということはなかなか


難しい。収益を上げる団体でなければいけないのかどうか。国は、中長期的にどう


していくつもりでいるのかというところを見せていただけるとやりやすくなると思


う。 


【国立がん研究センター】 


 ⑤ がん研究センターの常勤役職員数が中央病院と東病院を合わせると 1,000 床を超


える病院で 1,600 人しかいない。これだけの人数で世界最高の医療と研究が行える


ものなのかどうか。外国を見ると何倍もいる。これだけの小さな規模で、しかも臨
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床を行いながらというのは、どんなに優秀なスタッフでも能力を超えた仕事を課せ


られているのではないか。普通の病院でできるような医療は縮小して、普通の病院


では扱えないような研究にもっと特化することはできないかと、外部から見ている


と思う。抜本的な運営管理上の改革ができないのであれば、マイナーチェンジだけ


で、誰もが認める世界最高の医療と研究は難しいのではないかと思う。 


 


 


４．目標、評価の在り方について 


【各センター共通】 


 ① 日本の医療が世界に展開していくためには、グローバルな環境の中でどのように


変えていかないといけない、ということを明確に発信していただきたい。 


② ナショナルセンターがどういう使命を持っているのか、まず理念を明確にしても


らって、それに対してどれだけコンプライアンスのある仕事をするかどうかという


ことをした上で評価すべき。 


【国立循環器病研究センター】 


 ③ 医療の臨床現場と医療技術あるいは医療機器の開発というものが、どういう仕組


みや環境であればもっとパワーを出せるのかという視点を強力に方向として出して


いき、戦略をきちっと作って次のステップを考えることが大変大事。 


【国立精神・神経医療研究センター】 


 ④ 次世代創薬に向けたミッションをきちんとやっていく、ということを見える形に


した方が次の展開が分かり易いのではないか。 


 ⑤ 精神・神経疾患のいわゆる病態に基づく Disease Modifying Therapy を何とか実


現していき、コホート研究や医療リソースのようなものも、本来的にはそこに結び


つくという格好で位置づけていただくと非常にわかりやすいと思います。 


【国立長寿医療研究センター】 


 ⑥ 非常に評価のしにくい疾病であり、長寿医療研究センターに一番期待するところ


は評価のモデルをしっかり作ってほしい。評価基準をしっかり研究して、役に立つ


データを提供していただきたい。この評価基準は世界中で一番困っているところの


一つと思うので、物凄く頭の要る研究だが力を入れて取り組んでいただきたい。 


 


５．病院運営の在り方について  


① 医業の内容をみると、大きな財源のリソースになっているけれども、病院の本来


的な在り方はどうあるべきかと。研究的なところを突き進めるような病院にするの


か、地域の病院にするのか、あるいはいい医療を提供する形の病院にとどめさせる


のか、その辺の病院の在り方ということについても、もう一度議論すべきではない


か。 


② 病院というのは、収益事業でもあるわけで黒字のところに交付金というのは難し


い。ですから、収益事業を切り離した上で、必要な研究開発をやる、そこについて公


費を投入ということで切り分けることができれば分かりやすくなるのではないか。 
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６．国民目線での情報公開、発信の在り方について 


【各センター共通】 


 ① もっと発展してもらいたいのは基本的には寄附で、全てのナショナルセンターは


自分たちのミッションを明確に社会にアピールしていただき、こちらに寄附したい


と思うような仕組みを作っていただきたい。 


 ② 寄附というのは、多くの国民が納得して頼もしいなと思うからするわけで、色々


な企業も含めて寄附をいただいて、国民に還元できるような倫理観の高いところを


示してほしい。 


【国立循環器病研究センター】 


 ③ 研究事業を積極的にやっていくには、診療事業の収入では限界があるので、寄附


が必要。スポンサーとして、国民目線から見て循環器病研究センターに寄附をする


といいなと思うような活動を是非やっていただき、世界から寄附を集められるぐら


いにしていただきたい。 


【国立精神・神経医療研究センター】 


④ 次世代創薬に向けたミッションがすべてではないが、一番大きな柱の 1 つではな


いかと思うので、世界的に、あるいは日本国内でもほとんど成功していないこの領


域を、精神・神経医療研究センターがリードしてやるのだということを、国民に向


けてアピールするということが非常に重要ではないかと思う。 


【国立国際医療研究センター】 


 ⑤ 国際医療研究センターは、開発から臨床までやっているが、名前によるのか国民


の目線に立って見た時に特に何をやっているのかが見えにくくなっている。国際的


な貢献と糖尿病、エイズ、肝炎など非常に重要なことをやっているが、国民の立場


から見ると全体像が分かりにくい。 


 ⑥ 救急医療についてもう少し幅広い受入体制とか時間的な短縮ということを、もっ


ときちっと一般人に分かり易く説明する部分があっていいのではないか。研究とか


分かりづらいネーミングであるために、病院としか考えていない部分があるので、


そこを具体的に区別していただきたい。 


 ⑦ これから担う役目は、ファーストインヒューマンなどの先駆的な医療を実際にテ


ストしていく、世界的にかなり功績を上げている国際医療について社会に理解して


もらうようにする。 


 ⑧ 広報について、どういうアウェアネスをすることがいいのだろうかという医療的


なバックグラウンドを作れるのも感染症のノウハウを持つところしかできないと思


うので、そういったことを特徴にして、研究独法として全面に出すのはとても意義


がある。 


【国立成育医療研究センター】 


 ⑨ 色々な施設から研修目的で若い医師を受け入れているので、それをアピールした


らどうか。 
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国立国際医療研究センター  


エイズ治療・研究開発センター（ＡＣＣ）について  


 


【経 緯】 


    国立国際医療研究センターのＡＣＣは平成８年のＨＩＶ訴訟和解に基づき、輸入血液製剤


に起因するＨＩＶ感染被害の救済とＨＩＶ感染者の治療・研究開発を目的として、平成９年


４月に設置され、エイズに関する治療・研究開発・情報提供・研修を実施している。  


 


 ○  平成８年３月    エイズ薬害訴訟の和解による恒久対策で研究治療センターの設置を             


原告団等と協議する場を設けることで確認 


 ○  平成８年７月     エイズ治療・研究開発センター（仮称）設立準備会を設置し、  


～平成９年３月  厚生省と原告団等との間で機能について協議  


 ○  平成９年４月１日  国立国際医療センターにエイズ治療・研究開発センターを設置  


 ○  平成１９年５月１８日          エイズ治療・研究開発センター開設１０周年記念式典  


【概 要】 


区    分 エ イ ズ 治 療 ・ 研 究 開 発 セ ン タ ー                    （ Ａ ＣＣ ）  


 


治    療 


○  先駆 的 な 治 療 の実 施 


○  治療 ・ 研 究 開 発セ ン タ ー 専 門 外来 、 治 療 ・ 研究 開 発 セ ン タ ー  


病 棟 （２ ０ 床 ） の 設置 


○  全科 対 応 に よ る総 合 診 療 


 


研   究 


 


○  新た な 治 療 方 法の 開 発 


○  臨床 研 究 の 実 施 


○  治験 の 実 施 


 


情 報 提供 


○  イン タ ー ネ ッ トを 通 じ た 最 新 の治 療 情 報 等 の提 供  


○  ブロ ッ ク 拠 点 病院 等 か ら の 治 療に 関 す る 相 談へ の 対 応  


○  Ａ－ ｎ ｅ ｔ に よる 医 療 機 関 相 互の 情 報 提 供  


研   修 


○  ブロ ッ ク 拠 点 病院 等 の 医 療 従 事者 に 対 す る 実地 研 修  


   ・ 臨 床 実 地 研修 


   ・ 出 張 指 導 


体   制  


(H24.4.1現 在 ) 


  医    師    ２ ３ 人      検 査 技 師        １ 人  


  看  護  師    ３ ３ 人      リサーチレジデント      ３ 人  


  看護 支 援 調 整 官  １ 人      事 務 官         ４ 人  


  患者 支 援 調 整 官  １ 人      研 究 生 等         ３ 人  


                                        計  ６ ９人  


 


【運 営】 


  ○  平成８年 11 月５日の原告団と厚生大臣（現在、厚生労働大臣）との協議で確認された


厚生省（現在、厚生労働省）・原告団・弁護士からなる運営委員会を年１回開催。  


参考資料４ 
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ＨＩＶ原告団との大臣協議議事確認書（抜粋） 


 


平成８年９月１９日  大臣協議議事確認書（平成８年１１月５日確認）  


１   エイズ治療・研究開発センターは、薬害被害者救済の一環として設置されるもの であり、エイ


ズ治療の経験・能力のある責任者を配置する必要がある。そのため、同センターの立ち上げに当


たっては、人的配置・今後の運営方法も含め、原告団の意見を十分考慮して進めるものとする。


立ち上げ後の運営については原告団・弁護団を入れた運営委員会を設置し、原告団の意見を十分


反映するものとする。  


 


平成１８年５月１５日  大臣協議議事確認書（平成１９年４月１９日確認）  


１   厚生労働省は、国立国際医療センターの独立行政法人化後も、国立国際医療センターが高度


先駆的医療の研究開発等、重要な機能を持つことに鑑み、国の医療政策と一体として機能強化


を推進していく。  


また、国立国際医療センターの独立行政法人化に伴うＡＣＣの位置づけ、及び取り組みにつ


いては、厚生労働省と原告団との協議の場を持つ。  


 


平成１９年５月２１日  大臣協議議事確認書（平成２０年６月４日確認）  


２   厚生労働省は、国立国際医療センターの独立行政法人化後も、ＡＣＣが我が国のエイズ医


療の中核として、十分にその機能を発揮できるよう、国の医療政策と一体として機能強化を図


っていく。  


また、独立行政法人化に伴うＡＣＣの位置づけや役割に関しては、厚生労働省と原告団・弁


護団と協議の場を持つ。  


平成２０年５月２６日  大臣協議議事確認書（平成２０年１０月２１日確認）  


１   国立国際医療センターの独立行政法人化に当たり、ＨＩＶ裁判の和解に基づく恒久対策と


してのＨＩＶ医療をエイズ治療・研究開発センターにおいて行っていくことを省令に明確に規


定する。  


 


平成２４年５月２１日  大臣協議議事確認書（平成２４年 １０月１７日現在  内容を調整中）  


厚生労働大臣は、血液製剤によるＨＩＶ感染の問題についての裁判所から指摘された重大な


責任を深く自覚、反省し、二度と薬害を起こさないよう努力していくこと、被害者の原状回復を


目指した体制整備を進め、被害者のさまざまな問題に対応できるよう、より一層の指導を進めて


いくこと、独立行政法人国立病院機構や独立行政法人国立国際医療研究センターが、新たな法人


制度に移行しても、国が責任を持って救済医療に取り組んでいくことを表明した。  







ＨＩＶ訴訟及び恒久対策の概要 


■訴訟の概要 
 
○ 血友病治療のために使用していた血液製剤によってエイズウイルス（ＨＩＶ）に感染し、精神的・肉体的・経済的な被害を被ったと


して、国及び血液製剤メーカー５社を相手方として提起された損害賠償請求訴訟。 
 


平成元年５月８日   大阪地裁で訴訟提起（同年10月27日東京地裁で訴訟提起） 
平成８年３月２９日  東京地裁及び大阪地裁で和解成立 
 


※血友病：出血した場合、人には血液凝固させて止血する作用が生来備わっているが、血液を凝固させる因子の一部が先天的に欠乏するなどにより、出
血がとまりにくくなる疾患。止血や出血予防のため、凝固因子を補充するために血液製剤が使用される。 


 
○ 現在、1,387名と和解が成立。（平成24年９月末時点） 
 
○ 和解一時金：4,500万円（国負担４割、製薬会社負担６割） 


■恒久対策の概要 
 
○ 発症者健康管理手当（月額15万円）の支給：  
・ エイズ発症者（和解が成立した方）に対し、健康管理に係る費用負担軽減等のため、発症者健康管理手当を支給。 


 
○ 発症予防のための健康管理費用（症状に応じ月額35,600円又は51,600円）の支給：  
・ エイズ発症前の血液製剤によるＨＩＶ感染者に対し、健康管理費用を支給し、発症予防に役立てるための調査研究を実施。 


 
○ ＨＩＶ医療体制の整備等：国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター(ＡＣＣ)・拠点病院の整備、医療費自己負担分


の公費負担 等 
 
○ エイズ患者遺族等相談事業 
 ・ 血液製剤によるＨＩＶ感染により子や夫等を亡くした遺族等の精神的苦痛の緩和のため、①相談事業、研修会事業及び遺族相談会、


②必要な医療を受けられるよう健康相談窓口の設置、健康診断支援等を実施。 
 
○ 大臣定期協議：恒久対策について大臣出席のもとでの協議を実施。 





		04 ＮＣ個別法（抄）

		05 センター概要

		06 各センターへの意見（第4回まで）

		07-1 ＡＣＣについて

		07-2 HIV訴訟概要






国立高度専門医療研究センターを６法人とするメリットと１法人とするメリット 
資料２－３  


６法人のメリット １法人のメリット 


高
度
専
門
医
療
研
究
の
推
進 


○ 国民の健康に重大な影響のある特
定の疾患（がん、循環器病等）につ
いて、ＮＣを中心とした他の医療機
関等とのネットワーク体制を構築し、
それぞれの専門分野に特化した臨床
研究を進めるという実態に即してい
る。 


 
○ 国が直接各NCに関与（理事長の


選任・解任等）していくため、各分
野の医療政策を効果的に法人運営に
反映させることが可能。 


○ 関連領域における連携が容易になるな
ど、医療研究の総合的な取組みが可能。 


 
○ NC間で共同研究を推進するにあたっ


て、倫理審査委員会の審議等の手続を一
本化・簡素化でき、共同研究の円滑化が
可能。 


 


 
 


組
織
・
経
営
の 


 
 


 
 


マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 


○ 各ＮＣが対象とする特定の疾患すべ
てに精通した者を求めることは困難であ
る中で、各NCに各分野の最高の専門家
を理事長として据えることが可能。 


 
○ 各分野の最高の専門家を理事長に据


えることで、優秀な人材を集めることが
可能。 


 
○ 理事長の経営責任が明確であり、経


営体質が弱いＮＣの理事長が、責任を
もって経営改善に取り組むことが可能。 


○ 人事の一本化により、総合的に優秀な
人材の育成が可能。 


 
○ 専門性の高い医師や研究職などを除き、


職員の一括採用が可能。 
 
○ 長期資金（財政投融資）のまとめての


借入ができるなど、効率的な資金調整が
可能。 


運
営
の
効
率
化 


 
 


○ 役員数を減らすことが可能。 
 
○ 給与支給の一本化等、事務部門の合理


化が可能。 
 
 


① 


備    考 


○ バイオバンク事業などの共同
研究に取り組んでおり、さらに
推進していく。 


○ 医薬品等の共同購入に取り組ん
でおり、さらに推進していく。 


 
○ 看護師養成の一本化、人事交流


に取り組んでおり、さらに推進し
ていく。 







ＮＣ独法化の経緯 


 
・国の行政機関の定員（33.2万人）を今後5年間（※1）で5％以上（※2）純減させる。 
 １～４ （略） 
 ５．非公務員型独立行政法人化等 
  a 森林管理関係業務、b 国立高度専門医療センター、c 行政改革会議において独立行政法人化の検討対象と 
  なった分野 
 
 


総人件費改革基本指針（平成17年11月14日経済財政諮問会議決定） 


 
・国立高度専門医療センター特別会計については、借入金の処理等事業運営に必要な措置を講じつつ、平成22年度
に、国立がんセンターなどを独立行政法人化し、同特別会計を廃止するものとする。 
・国の行政機関の定員（33.2万人）を今後5年間（※1）で5％以上（※2）純減させる。 


 (a)～(d) 略 
 (e)非公務員型独立行政法人化等 
   ⅰ森林管理関係業務、ⅱ国立高度専門医療センター、ⅲ行政改革会議において独立行政法人化の検討対象と 
   なった分野 


行政改革の重要方針（平成17年11月24日閣議決定） 


 
（厚労省資料） 


・法人の形態は、国立高度専門医療センター法人法（仮称）に基づく独立行政法人への移行を基本とし、ナショナルセン
ターごとに個別の法人とする。 
（委員の主な意見） 
・非公務員型の独立行政法人への移行に前向きな姿勢を示したことを高く評価する。 


・現時点ではセンターごとに別法人とすることが最もふさわしいとされているが、一つの法人に統合した場合のメリットも
検討し、しっかり比較すべき。 


第4回行政減量・効率化有識者会議（平成17年11月24日） 


資料２－４  


１ ※1：平成18～22年度  ※2：平成17年度比 







 


・ナショナルセンターとしての役割・位置づけを充実発展させるための条件を担保するのに必要な制度的・財政的な措
置を講じた上で、非公務員型独立行政法人とすることを検討する。 


・独立行政法人化された国立高度専門医療センターの形態をセンターごとの個別の法人とするか統合した1個の法人と
するかについては、法人の詳細設計の段階で最終的な結論を得るべき、各センターの果たす機能を踏まえながら更
なる検討を行う。 


国の行政機関の定員の純減方策について（平成18年5月30日行政減量・効率化有識者会議） 


 


・法人の形態については、今後、厚生労働省において、関係部門と調整することになるが、政策課題を効果的かつ効率
的に達成できるようにするためには、各NCごとに法人化する必要がある。 


国立高度専門医療センターの今後のあり方についての有識者会議 報告書 
                                   （平成19年7月13日閣議決定） 


 
（厚労省資料） 


・各NCが担う責務の政策的重要性、業務の個別性、効率的な成果達成や世界に互するトップクラスの人材の育成・確
保の観点から、各NCを個別に独立行政法人化することが必要。 


・個別の独立行政法人化により、各NCにおいて、自律的運営という独立行政法人の仕組みを活かしつつ、各分野毎の
専門性を十分に発揮させ、国内外の各分野毎のネットワークの中で主要な役割を果たすことが可能。 


・さらに、各NCが担う各分野毎に国の医療政策との合致を担保するために、厚生労働大臣が各NCの長を任命すること
が不可欠。 
（委員の主な意見） 
・結論を得るためには、1法人化することについてのメリット・デメリットをさらに具体的に検証する必要がある。 


第42回行政減量・効率化有識者会議（平成19年11月2日） 


NC法案閣議決定（平成20年2月）、NC法成立（平成20年12月） 
② 







（独）医薬基盤研究所 （独）理化学研究所 （独）産業技術総合研究所 


研究所の
目的 
（各個別法から
抜粋） 


 医薬品技術及び医療機器等技術に関し、
医薬品及び医療機器等並びに薬用植物そ
の他の生物資源の開発に資することとなる
共通的な研究、民間等において行われる研
究及び開発の振興等の業務を行うことによ
り、医薬品技術及び医療機器等技術の向上
のための基盤の整備を図り、もって国民保
健の向上に資すること 


 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。
以下同じ。）に関する試験及び研究等の業務
を総合的に行うことにより、科学技術の水準
の向上を図ること 


 鉱工業の科学技術に関する研究及び開
発等の業務を総合的に行うことにより、産
業技術の向上及びその成果の普及を図り、
もって経済及び産業の発展並びに鉱物資
源及びエネルギーの安定的かつ効率的な
供給の確保に資すること 


中期目標 
（医療や創薬に
関する部分を
抜粋） 


１．基盤的技術研究 


より効率的かつ効果的に、画期的な医薬
品・医療機器の開発支援に資するよう事業
を実施する観点から、新興・再興感染症対
策、迅速な新薬開発、難病対策等の国の
政策課題の解決と製薬産業等の活性化を
図ることを目標に以下の研究に取り組むこと。 
（１）次世代ワクチンの研究開発 
（２）医薬品等の毒性等評価系構築に向けた
基盤的研究 


（３）難病治療等に関する基盤的研究 
 
※代表的な部分の抜粋のみ 


２．国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・
重点的な研究開発の推進 


我が国の研究開発機能の中核的な担い
手の一つとして、国の科学技術政策の方針
等に従って政策課題の解決に貢献するととも
に、社会からの様々なニーズを踏まえて戦略
的・重点的に研究開発を推進する。 
（４）免疫・アレルギー科学総合研究 
（５）ゲノム医科学研究 
（６）分子イメージング研究 
３．最高水準の研究基盤の整備・共用・利用
研究の推進 


（４）バイオリソース事業 


Ⅱ 国民に対して提供するサービスその
他の業務の質の向上に関する事項 


１．「課題解決型国家」の実現に向けた研
究開発の重点分野 


（１）世界をリードする「グリーン・イノベー
ション」、「ライフ・イノベーション」の推
進 


６．その他 
・ライフイノベーションを実現させるため
の研究開発の推進 
・計量の標準（計量標準の設定・供給に
よる産業技術基盤、社会安定基盤の
確保） 


その他 ・精神・神経医療研究センター、民間企業と 
 共同研究を実施 
・ＮＣの研究者個人に対して競争的研究費 
 の一部を交付 
・平成２６年度に国立健康・栄養研究所と統 
 合予定（平成２４年１月２０日閣議決定） 


・がん研究センター、精神・神経医療研究セン 
 ター（大学等含む）、国際医療研究センター 
 とそれぞれ共同研究を実施 
・平成２６年度に物質・材料研究機構、防災科 
 学技術研究所、科学技術振興機構、海洋研 
 究開発機構と統合予定（平成２４年１月２０日 
 閣議決定） 


・平成２６年度に経済産業研究所、情報処 
 理推進機構と統合予定（平成２４年１月 
 ２０日閣議決定） 


 


医療や創薬に関係する他の研究所について 
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第５回 国立高度専門医療研究センターの在り方に関する検討会 


 


 


日時：平成 24年 10 月 31日（水）17:30～19:30 


場所：中央合同庁舎５号館専用第 14会議室（22階） 


 


 


議 事 次 第 


 


 


議 題 


１．第４回検討会宿題事項について 


２．国立高度専門医療研究センターの組織等について 


３．その他 


 


 


配布資料 


 １   第４回検討会宿題事項 


 １－１ 独立行政法人化のメリット・デメリット 


 １－２ 独立行政法人の制度・組織改革のイメージ 


 １－３ 国立高度専門医療研究センターと国立病院機構等との比較について 


 ２－１ 国立高度専門医療研究センターの組織について 


 ２－２ 法人制度の比較について 


 ２－３ 国立高度専門医療研究センターを６法人とするメリットと１法人とする 


     メリット 


 ２－４ ＮＣ独法化の経緯 


 ２－５ 医薬や創薬に関係する他の研究所について 


 


 


参考資料 


 １   国立高度専門医療研究センターの法律上の業務等について 


 ２   国立高度専門医療研究センターの概要について 


 ３   検討会第４回までの主な意見 


 ４   国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター（ＡＣＣ）について 





